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に
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ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
に
お
け
る
一
般
的
救
済
措
置
の
尊
重

　
（
1
）
ゼ
ニ
ダ
ス
・
ア
レ
ス
テ
ィ
ス
（X

en
idas-A

restis

）
対
ト
ル
コ
事
件

　
（
2
）
デ
モ
プ
ロ
ス
他
（D

em
opou

los an
d O

th
ers

）
対
ト
ル
コ
事
件

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
（
以
下
、
条
約
）
体
制
は
、
個
人
訴
権
の
確
立
と
、
締
約
国
の
拡
大
を
要
因
と
す
る
個
人
申
立
の
飛
躍
的
な
増
加
へ
の
対
応
の
た
め
、
一
九
九
八
年

の
第
十
一
議
定
書
、
二
〇
一
〇
年
第
十
四
議
定
書
の
発
効
を
経
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
（
以
下
、
人
権
裁
判
所
）
に
よ
る
締
約
国
に
お
け
る
条
約
実
施
状
況
の
監
督
強

化
を
は
か
っ
て
き
た
。
特
に
審
査
手
続
の
合
理
化
は
、
第
十
四
議
定
書
に
よ
り
法
的
根
拠
を
備
え
る
こ
と
と
な
っ
た
パ
イ
ロ
ッ
ト
手
続
の
本
格
的
導
入
に
よ
っ
て
、
単
な
る
作

業
効
率
の
追
求
で
は
な
く
、
個
々
の
締
約
国
に
特
徴
的
な
反
復
的
事
件
の
包
括
的
審
査
、
条
約
規
定
の
解
釈
・
適
用
に
関
す
る
特
に
重
要
な
問
題
へ
の
優
先
的
対
応
と
い
っ
た
、

憲
法
裁
判
所
と
し
て
の
人
権
裁
判
所
と
い
う
方
向
性
を
明
確
に
打
ち
出
す
も
の
と
な
っ
た
。

本
稿
で
は
、
国
内
的
救
済
完
了
原
則
お
よ
び
人
権
裁
判
所
判
決
の
履
行
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
条
約
締
約
国
の
一
定
の
国
家
裁
量
が
、
人
権
裁
判
所
の
新
た

な
展
開
に
よ
っ
て
狭
め
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
を
、
二
〇
〇
五
年X

en
idas-A

restis

事
件
、
二
〇
一
〇
年D

em
opou

los

事
件
の
判
決
あ
る
い
は
決
定
を
検
討
す
る
こ
と

で
指
摘
す
る
。
人
権
裁
判
所
が
判
決
の
履
行
方
法
に
つ
い
て
具
体
的
な
指
示
を
与
え
、
そ
れ
を
判
決
履
行
監
視
の
対
象
と
す
る
こ
と
は
、
人
権
裁
判
所
が
繰
り
返
し
強
調
す
る

「
補
完
性
」（su

bsidiarity

）
の
意
味
を
問
う
必
要
が
あ
る
。

論
文
要
旨



2

　
（
3
）
国
内
的
救
済
完
了
原
則
の
適
用
解
釈
と
補
完
性
原
則

3　

憲
法
裁
判
所
と
し
て
の
人
権
裁
判
所
の
機
能
と
補
完
性
原
則

4　

む
す
び
に
か
え
て

1　

は
じ
め
に

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
（「
人
権
及
び
基
本
的
自
由
の
保
護
の
た
め
の
条
約
」、
以
下
、
条
約
）
は
、
一
九
五
〇
年
の
採
択
以
来
、
十
四
の
議
定
書（

1
）に

よ
り
補
強
・
改
正

さ
れ
、
人
権
条
約
と
し
て
も
、
ま
た
国
際
条
約
と
し
て
も
特
筆
す
べ
き
様
々
な
変
化
、
発
展
を
こ
の
六
十
年
余
に
遂
げ
て
き
た
。
欧
州
地
域
に
お
け
る
民
主
主
義
や
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
公
序
の
共
通
観
念
を
基
盤
と
す
る
条
約
は
、
締
約
国
の
中
・
東
欧
へ
の
拡
大
、
時
代
の
流
れ
に
即
し
た
新
し
い
問
題
（
環
境
、
科
学
技
術
の
革
新
、
同
性
愛
な
ど
）

に
も
対
応
す
べ
く
、
ま
さ
に
「
生
き
て
い
る
文
書
（a livin

g in
stru

m
en

t

）」
と
し
て
伸
縮
自
在
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
条
約
実
施
機
関
で
あ
る
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
人
権
裁
判
所
（
以
下
、
人
権
裁
判
所
あ
る
い
は
裁
判
所
と
も
い
う
）
が
示
す
法
理
（
実
体
的
側
面
）
と
、
二
つ
の
議
定
書（

2
）に

よ
る
抜
本
的
な
条
約
実
施
手
続
の
改
正
（
手

続
的
側
面
）
の
双
方
に
つ
い
て
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
人
権
裁
判
所
の
判
決
・
決
定
が
示
す
条
約
体
制
の
方
向
性
が
、
必
ず
し
も
一
貫
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
条
約
採
択
・
発
効
当
時
に
は
、
個
人
の
申
立

権
は
締
約
国
の
受
諾
の
う
え
に
の
み
成
り
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
し
、
各
国
の
条
約
実
施
状
況
の
強
化
を
図
る
た
め
の
第
十
一
議
定
書
（
一
九
九
八
年
発
効
）
に
よ
り
個
人

申
立
受
諾
の
義
務
的
管
轄
化
が
は
か
ら
れ
た
が
、
条
約
違
反
状
況
の
根
本
的
改
善
の
た
め
の
一
般
的
（
救
済
）
措
置
（gen

eral m
easu

res

）
の
要
請
を
目
的
と
す
る
、

第
十
四
議
定
書
（
二
〇
一
〇
年
発
効
）
に
よ
る
個
人
申
立
審
査
の
手
続
改
正
と
あ
わ
せ
て
本
格
化
さ
れ
た
パ
イ
ロ
ッ
ト
手
続（

3
）の

影
響
を
考
え
あ
わ
せ
れ
ば
、
条
約
体
制
が

ひ
と
つ
の
方
向
に
邁
進
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
に
お
い
て
本
稿
は
、
近
年
の
人
権
裁
判
所
に
お
け
る
二
つ
の
事
件
に
対
す
る
判
断
を

素
材
と
し
て
、
条
約
違
反
を
構
成
す
る
人
権
侵
害
に
対
す
る
一
般
的
救
済
措
置
の
尊
重
が
、
人
権
裁
判
所
の
憲
法
裁
判
所
化
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
、
条
約
は
二
次
的
機

関
で
あ
る
と
い
う
意
味
の
「
補
完
性
原
則
（th

e prin
ciple of su

bsidiarity

）」
に
何
ら
か
の
変
容
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
予
備
的
考
察
を

加
え
る
も
の
で
あ
る
。
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2　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
に
お
け
る
一
般
的
救
済
措
置
の
尊
重

人
権
裁
判
所
は
、
冒
頭
述
べ
た
よ
う
に
、
波
の
よ
う
に
押
し
寄
せ
る
膨
大
な
数
の
個
人
申
立
の
迅
速
な
処
理
を
試
み
て
お
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
憲
法
的
文
書
と
し
て
の

条
約
の
位
置
づ
け
を
意
識
し
な
が
ら
、
こ
の
数
年
は
、
共
通
価
値
の
構
築
の
た
め
に
一
般
的
重
要
性
が
高
い
事
件
に
集
中
し
て
取
組
む
姿
勢
を
打
ち
出
し
て
い
る（

4
）。

な
か

で
も
、
特
定
の
締
約
国
か
ら
特
定
の
権
利
侵
害
に
関
す
る
申
立（

5
）が

蓄
積
さ
れ
て
い
る
状
況
に
お
い
て
、
反
復
的
事
件
（repetitive cases

）
を
一
括
し
て
処
理
す
る
パ
イ

ロ
ッ
ト
手
続
は
、
一
般
的
な
条
約
基
準
を
提
示
で
き
る
メ
リ
ッ
ト
に
加
え
て
、
か
な
り
の
作
業
の
省
力
化
を
図
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
も
事
実
で
あ
る
。

パ
イ
ロ
ッ
ト
手
続
に
お
い
て
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ケ
ー
ス
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
事
件
以
外
の
類
似
事
件
に
つ
い
て
は
、
権
利
侵
害
が
発
生
し
た
時
点
、「
被
害
者
」
が
そ
れ

を
人
権
裁
判
所
に
申
し
立
て
た
時
点
、
な
ど
の
時
系
列
的
観
点
か
ら
、
果
た
し
て
反
復
的
申
立
の
中
か
ら
選
ば
れ
た
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ケ
ー
ス
に
対
し
て
人
権
裁
判
所
が

示
し
た
一
般
的
救
済
措
置
が
、
い
わ
ば
遡
及
的
に
反
復
的
事
件
の
被
害
者
全
体
に
裨
益
す
る
の
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
は
、
北
キ
プ
ロ
ス
・
ト
ル
コ
共
和
国
で
発
生
し
た
ギ
リ
シ
ャ
系
キ
プ
ロ
ス
住
民
の
財
産
権
お
よ
び
家
庭
生
活
に
対
す
る
権
利
の
二
つ
の
申
立
事
件
を
検
討
す
る

こ
と
で
、
そ
こ
で
人
権
裁
判
所
が
ト
ル
コ
政
府
に
要
請
し
た
一
般
的
措
置
が
、
ど
の
よ
う
な
影
響
を
そ
の
他
の
申
立
事
件
に
与
え
た
の
か
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
い
。

（
1
）
ゼ
ニ
ダ
ス
・
ア
レ
ス
テ
ィ
ス
（X

en
idas-A

restis

）
対
ト
ル
コ
事
件

X
en

idas-A
restis v. T

u
rkey

（46347/99

）, 22  D
ecem

ber 2005
（T

h
ird section

）

【
手
続
】

申
立
人
は
、
北
キ
プ
ロ
ス
に
あ
る
自
宅
と
財
産
へ
の
ア
ク
セ
ス
と
利
用
が
妨
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
そ
れ
が
、
申
立
人
が
ギ
リ
シ
ャ
系
キ
プ
ロ
ス
人
で
あ
る
こ
と

を
理
由
と
し
て
い
る
と
し
て
、
条
約
第
八
条
（
私
生
活
の
尊
重
）
お
よ
び
第
一
議
定
書
第
一
条
（
財
産
権
）
の
違
反
（
単
独
と
、
条
約
第
十
四
条
と
の
関
連
の
両
方
）
を

一
九
九
八
年
十
一
月
四
日
、
人
権
裁
判
所
に
申
し
立
て
た
。

二
〇
〇
四
年
九
月
二
日
に
受
理
可
能
性
審
査
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
が
行
わ
れ
、
二
〇
〇
五
年
三
月
十
四
日
、
受
理
可
能
と
の
決
定
が
下
さ
れ
た
。
申
立
人
と
ト
ル
コ
政
府
は
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本
案
審
査
に
関
す
る
意
見
を
提
出
し
た
が
、
関
係
国
で
あ
る
キ
プ
ロ
ス
政
府
は
、
両
者
の
意
見
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
を
提
出
し
な
か
っ
た
。

【
事
実
】

申
立
人
（X

en
ides-A

restis:

女
性
）
は
一
九
四
五
年
生
ま
れ
の
ギ
リ
シ
ャ
系
キ
プ
ロ
ス
人
で
、
キ
プ
ロ
ス
国
籍
を
有
し
、
ニ
コ
シ
ア
に
居
住
し
て
い
た
。
彼
女
は
北

キ
プ
ロ
ス
のFam

agu
sta

地
域
に
、
母
親
か
ら
贈
ら
れ
た
財
産
（
土
地
と
建
物
）
を
所
有
し
て
お
り
、
建
物
に
は
彼
女
自
身
の
自
宅
部
分
も
含
ま
れ
て
い
た
。
そ
の
自

宅
で
彼
女
は
家
族
と
生
活
し
、
他
の
部
分
は
家
族
の
た
め
に
使
用
し
た
り
、
第
三
者
に
貸
し
た
り
し
て
い
た
。
ま
た
さ
ら
に
そ
の
周
辺
の
土
地
を
入
手
し
て
、
一
九
八
四

年
一
月
三
一
日
に
、
申
立
人
名
義
で
登
記
を
行
っ
た
。

一
九
七
四
年
八
月
、
申
立
人
は
ト
ル
コ
軍
に
よ
り
、
家
族
と
と
も
にFam

agu
sta

を
追
わ
れ
、
家
や
財
産
な
ど
を
放
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
ト
ル
コ
軍

の
配
下
に
置
か
れ
た
財
産
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
絶
た
れ
、
同
地
区
は
フ
ェ
ン
ス
で
囲
ま
れ
て
、
ト
ル
コ
軍
以
外
は
近
づ
け
な
く
な
っ
た
。

二
〇
〇
三
年
四
月
二
三
日
、
北
キ
プ
ロ
ス
・
ト
ル
コ
共
和
国
（
Ｔ
Ｒ
Ｎ
Ｃ
）
に
よ
り
、
キ
プ
ロ
ス
内
の
南
北
移
動
の
際
の
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
（
検
問
）
が
設
置
さ
れ

た
。
二
〇
〇
三
年
六
月
三
十
日
、
第
四
九
号
法
（L
aw

 n
o.49/2003 on

 C
om

pen
sation

 for Im
m

ovable P
roperties L

ocated w
ith

in
 th

e B
ou

n
daries of th

e 

T
R

N
C

）
が
制
定
さ
れ
、
翌
月
に
は
、
同
法
に
基
づ
く
賠
償
委
員
会
（Im

m
ovable P

roperty, D
eterm

in
ation

, E
valu

ation
 an

d C
om

pen
sation

 C
om

m
ission

）

が
設
置
さ
れ
た
。
同
委
員
会
の
規
則
は
、
二
〇
〇
三
年
八
月
十
五
日
に
、
官
報
に
て
広
報
さ
れ
た
。
委
員
会
は
、
同
年
八
月
十
八
日
Ｔ
Ｒ
Ｎ
Ｃ
内
閣
（C

ou
n

cil of 

M
in

isters

）
決
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
。

二
〇
〇
四
年
四
月
二
四
日
、キ
プ
ロ
ス
に
お
い
て
、設
置
協
定（fou

n
dation

 agreem
en

t

）と
調
停
計
画「
ア
ナ
ン
案
」（settlem

en
t plan

）に
関
す
る
国
民
投
票
が
別
々

に
行
わ
れ
、
ト
ル
コ
系
キ
プ
ロ
ス
国
民
投
票
で
は
承
認
さ
れ
た
が
、
ギ
リ
シ
ャ
系
キ
プ
ロ
ス
国
民
投
票
で
は
否
決
さ
れ
た
結
果
、
設
置
協
定
は
発
効
し
な
か
っ
た
。

【
法
】

政
府
の
先
決
的
抗
弁

ト
ル
コ
政
府
は
、
申
立
人
の
被
害
者
と
し
て
の
地
位
（
当
事
者
資
格
）
に
異
議
を
呈
し
た
。
申
立
人
が
侵
害
さ
れ
た
と
主
張
す
る
財
産
は
、
ト
ル
コ
・
イ
ス
ラ
ム
教
財

団
の
永
久
財
産
と
し
て
登
録
さ
れ
て
お
り
、
私
有
財
産
と
し
て
個
人
に
移
転
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
規
則
に
な
っ
て
お
り
、
ま
た
ト
ル
コ
所
有
の
財
産
で
あ
る
こ
と
を
証
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明
す
る
書
類
も
な
い
こ
と
を
主
張
し
た
。
ト
ル
コ
政
府
は
そ
の
土
地
を
所
有
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
Ｔ
Ｒ
Ｎ
Ｃ
の
土
地
管
理
局
の
記
録
を
修
正
・
変
更
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、

問
題
の
財
産
に
対
す
る
歴
史
的
権
原
に
関
す
る
情
報
を
確
定
す
る
立
場
に
な
い
。

人
権
裁
判
所
は
、
政
府
の
異
議
を
慎
重
に
検
討
し
、
二
〇
〇
五
年
三
月
十
四
日
の
受
理
可
能
性
決
定
で
、
申
立
人
に
は
被
害
者
と
し
て
申
立
を
行
う
権
利
が
あ
る
と
し

て
退
け
た
。
裁
判
所
は
、
政
府
は
主
張
の
根
拠
づ
け
を
行
っ
て
お
ら
ず
、
新
情
報
も
提
供
し
て
い
な
い
の
で
、
通
報
を
受
理
す
る
決
定
を
行
っ
た
。

条
約
第
八
条

①
当
事
者
の
主
張

（
ａ
）
申
立
人

L
oizidou

事
件
を
援
用
し
て
い
る
が
、
受
理
可
能
性
段
階
で
は
、
申
立
人
の
居
住
地
（
自
宅
）
と
、
同
人
が
育
ち
家
族
の
ル
ー
ツ
と
な
っ
て
い
る
土
地
は
同
一
で
あ
り
、

こ
の
点
で
右
事
件
と
今
回
の
事
件
が
、
条
約
第
八
条
違
反
に
関
し
て
異
な
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。

（
ｂ
）
ト
ル
コ
政
府

条
約
第
八
条
が
示
す
と
こ
ろ
の
「h

om
e

」
に
は
、
育
ち
、
ル
ー
ツ
と
な
っ
て
い
る
土
地
で
は
あ
る
が
、
も
は
や
居
住
し
て
い
な
い
場
所
は
含
ま
れ
な
い
。

②
裁
判
所
の
審
査

申
立
人
の
主
張
に
鑑
み
、
今
回
の
事
件
は
、L

oizidou

事
件
と
は
異
な
る
と
判
断
し
、
ま
た
、
一
九
七
四
年
以
来
、
申
立
人
が
家
に
ア
ク
セ
ス
し
、
そ
こ
を
使
用
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
状
況
は
、C
ypru

s v. T
u

rkey

事
件
判
決（

6
）で

示
さ
れ
た
、
条
約
第
八
条
の
継
続
的
侵
害
と
同
様
で
あ
る
と
考
え
る
。

第
一
議
定
書
第
一
条

①
当
事
者
の
主
張

（
ａ
）
申
立
人

L
oizidou

事
件
判
決
を
援
用
。

（
ｂ
）
ト
ル
コ
政
府
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申
立
人
の
当
該
財
産
に
対
す
る
所
有
権
とFam

agu
sta

の
法
的
地
位
に
関
し
て
の
み
、
異
議
を
提
出
し
た
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
で
、
ギ
リ
シ
ャ
系
ト
ル
コ

住
民
当
局
と
の
領
域
協
議
が
整
っ
て
お
ら
ず
、
行
政
上
の
協
定
や
開
発
財
団
の
た
ち
あ
げ
な
し
に
、
個
人
ベ
ー
ス
の
問
題
解
決
の
た
め
に
、
一
方
的
措
置
を
と
る
こ
と
は

不
可
能
で
あ
る
と
主
張
し
た（

7
）。

ま
た
、
申
立
人
が
当
該
領
域
に
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
を
保
障
す
る
と
い
う
の
は
、
条
約
第
四
議
定
書
第
二
条
の
移
動
の
自
由
に
か
か
わ
る

事
項
で
あ
り
、
当
該
議
定
書
を
批
准
し
て
い
な
い
ト
ル
コ
に
対
し
て
は
、
移
動
の
自
由
の
コ
ロ
ラ
リ
ー
で
財
産
の
平
和
的
享
有
権
が
保
障
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
の
見

解
を
示
し
た（

8
）。

②
裁
判
所
の
審
査

L
oizidou

事
件
、
キ
プ
ロ
ス
対
ト
ル
コ
事
件
と
同
様
に
、
本
事
件
に
お
い
て
も
、
ト
ル
コ
政
府
側
の
、
管
轄
権
の
欠
如
お
よ
び
侵
害
行
為
に
対
す
る
責
任
の
欠
如
に
関

す
る
抗
弁
は
退
け
る
。
移
動
の
自
由
や
関
係
者
協
議
の
効
果
に
つ
い
て
の
ト
ル
コ
の
議
論
も
退
け
る
。L

oizidou

事
件
判
決
か
ら
、
ト
ル
コ
の
管
轄
に
関
す
る
状
況
に
何

ら
変
化
は
な
い
。
ト
ル
コ
政
府
は
、
北
キ
プ
ロ
ス
へ
の
全
般
的
軍
事
支
配
を
継
続
し
て
お
り
、
ギ
リ
シ
ャ
系
キ
プ
ロ
ス
住
民
が
ア
ナ
ン
案
を
拒
否
し
た
事
実
は
、
国
内
避

難
民
に
対
す
る
継
続
的
侵
害
を
終
わ
ら
せ
る
法
的
結
果
を
有
す
る
と
は
言
え
な
い（

9
）。

ま
た
申
立
人
は
、
現
時
点
も
当
該
土
地
の
所
有
者
で
あ
り
、
ト
ル
コ
政
府
の
、
財
産

権
原
に
関
す
る
抗
弁
を
退
け
る
。
Ｔ
Ｒ
Ｎ
Ｃ
に
よ
っ
て
、
継
続
的
か
つ
完
全
に
財
産
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
絶
た
れ
た
こ
と
は
、
第
一
議
定
書
第
一
条
の
第
一
文
の
財
産
の
平

和
的
享
受
の
権
利
を
侵
害
す
る（

10
）。

条
約
第
八
条
お
よ
び
第
一
議
定
書
第
一
条
と
の
関
連
に
お
け
る
条
約
第
十
四
条

ト
ル
コ
政
府
側
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
全
く
意
見
を
提
出
し
て
い
な
い
。
キ
プ
ロ
ス
対
ト
ル
コ
事
件
で
キ
プ
ロ
ス
政
府
が
条
約
第
十
四
条
に
つ
い
て
主
張
し
た
申
立
は
、

上
記
の
条
約
第
八
条
、
第
一
議
定
書
第
一
条
に
関
す
る
申
立
と
、
ア
ン
グ
ル
を
変
え
た
だ
け
の
主
張
で
あ
り
、
別
個
に
検
討
す
る
必
要
は
な
い
と
裁
判
所
は
考
え
る
。

条
約
第
四
六
条
（
救
済
）

真
に
効
果
的
な
救
済
制
度
を
、
判
決
か
ら
三
箇
月
以
内
に
設
置
し
、
申
立
人
に
対
す
る
賠
償
を
そ
の
後
三
箇
月
以
内
に
付
与
す
る
こ
と
。

条
約
第
四
一
条
（
賠
償
）
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裁
判
所
は
公
正
な
満
足
に
つ
い
て
は
、
本
判
決
時
点
で
の
審
議
を
留
保
し
、
別
途
審
査
を
行
っ
た
（
二
〇
〇
六
年
十
二
月
七
日
判
決
、
後
述
）。

【
判
決
】

1
．
ト
ル
コ
政
府
の
先
決
的
抗
弁
を
退
け
る
（
全
員
一
致
）

2
．
条
約
第
八
条
違
反
を
認
定
（
六
対
一
）

3
．
第
一
議
定
書
第
一
条
違
反
を
認
定
（
六
対
一
）

4
．
条
約
第
八
条
お
よ
び
第
一
議
定
書
第
一
条
と
の
関
連
に
お
け
る
条
約
第
十
四
条
に
つ
い
て
は
検
討
不
要
（
全
員
一
致
）

5
．
違
反
認
定
が
な
さ
れ
た
権
利
を
効
果
的
に
保
護
す
る
た
め
の
救
済
の
導
入
を
、
本
事
件
の
申
立
人
と
、
現
在
人
権
裁
判
所
に
か
か
っ
て
い
る
他
の
類
似
事
件
の
申

立
人
の
双
方
に
適
用
で
き
る
よ
う
に
、
導
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
救
済
は
、
こ
の
判
決
か
ら
三
箇
月
以
内
に
導
入
し
、
実
際
の
救
済
付
与
は
そ
の
あ
と
三
箇
月

以
内
に
付
与
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

6
．
条
約
第
四
一
条
の
金
銭
的
・
非
金
銭
的
損
害
へ
の
賠
償
に
つ
い
て
は
、
決
定
を
下
す
に
は
尚
早
で
あ
り
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。（
全
員
一
致
）

（
ａ
）
賠
償
の
決
定
に
つ
い
て
は
保
留
す
る

（
ｂ
）
本
判
決
が
終
結
と
な
る
日
か
ら
三
箇
月
以
内
に
、
状
況
や
当
事
者
間
の
合
意
に
つ
い
て
提
出
す
る

（
ｃ
）
ト
ル
コ
政
府
は
、
判
決
か
ら
三
箇
月
以
内
に
、
設
置
し
た
救
済
措
置
に
つ
い
て
知
ら
せ
る
と
と
も
に
、
そ
の
後
ま
た
三
箇
月
以
内
に
、
実
際
に
被
害
者
に
付
与
し

た
救
済
内
容
に
つ
い
て
情
報
提
出
を
行
う

（
ｄ
）
今
後
の
手
続
を
留
保
し
、
必
要
が
あ
れ
ば
、
同
様
の
措
置
と
す
る
権
限
を
第
三
セ
ク
シ
ョ
ン
（
法
廷
）
長
に
付
与
す
る

7
．
賠
償
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
決
定
す
る
（
全
員
一
致
）。

ト
ル
コ
政
府
は
申
立
人
に
対
し
、
裁
判
諸
経
費
と
し
て
、
六
五
〇
〇
〇
ユ
ー
ロ
を
支
払
う
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【T
u

rm
en

裁
判
官
反
対
意
見
】

条
約
第
八
条
お
よ
び
第
一
議
定
書
第
一
条
違
反
の
判
決
に
は
、L

oizidou

事
件
判
決
に
お
け
る
四
人
の
裁
判
官
の
個
別
反
対
意
見
と
同
じ
理
由
で
、
不
同
意
を
表
明
す

る
。

【
公
正
な
満
足
】（
二
〇
〇
六
年
十
二
月
七
日
採
択
、
二
〇
〇
七
年
五
月
二
三
日
確
定（

11
））

人
権
裁
判
所
は
、
判
決
に
お
い
て
賠
償
の
決
定
を
留
保
し
（
判
決
5
．（
ａ
））、
当
事
者
双
方
が
提
出
し
た
、
公
正
な
満
足
に
関
す
る
主
張
に
つ
い
て
、
金
銭
的
損
害
、

非
金
銭
的
損
害
、
裁
判
経
費
の
点
か
ら
検
討
が
行
わ
れ
た
。

金
銭
的
損
害
に
つ
い
て
は
、
申
立
人
は
、
事
件
判
決
後
に
制
定
さ
れ
た
二
〇
〇
五
年
第
六
七
号
法
は
、
軍
事
的
エ
リ
ア
は
対
象
外
で
あ
る
の
で
、
申
立
人
に
は
同
法
の

も
と
で
申
立
て
る
資
格
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
実
質
上
、
実
効
性
の
な
い
制
度
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
キ
プ
ロ
ス
政
府
も
、
関
係
国
と
し
て
、
申
立
人
の
主

張
を
擁
護
す
る
意
見
を
提
出
し
た
。
他
方
ト
ル
コ
政
府
は
、
二
〇
〇
五
年
第
六
七
号
法
下
で
の
手
続
は
、
非
金
銭
的
損
害
に
も
対
応
し
た
、
中
立
的
機
関
に
よ
る
救
済
措

置
で
あ
る
と
反
論
し
た
。

人
権
裁
判
所
は
、
ト
ル
コ
政
府
の
救
済
制
度
の
設
置
が
、
当
該
事
件
の
受
理
可
能
性
決
定
お
よ
び
判
決
に
よ
り
要
請
さ
れ
た
基
準
を
反
映
さ
せ
た
も
の
と
し
て
評
価
す

る
一
方
で
、
当
事
者
間
に
公
正
な
満
足
に
つ
い
て
の
合
意
が
な
い
場
合
に
は
、
人
権
裁
判
所
が
救
済
の
実
効
性
に
つ
い
て
詳
細
に
判
断
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
し
た（

12
）。

人
権
裁
判
所
は
、
ト
ル
コ
政
府
が
申
立
人
も
二
〇
〇
五
年
第
六
七
号
法
の
手
続
に
訴
え
る
べ
き
だ
と
主
張
し
た
こ
と
を
退
け
、
一
方
、
申
立
人
が
賠
償
の
算
出
開
始
期
日

を
ト
ル
コ
に
つ
い
て
条
約
が
発
効
し
た
日
と
主
張
し
た
こ
と
を
退
け
、
申
立
が
付
託
さ
れ
た
日
と
し
た
。

非
金
銭
的
損
害
に
対
す
る
賠
償
、
裁
判
経
費
に
つ
い
て
は
、
政
府
側
か
ら
特
段
コ
メ
ン
ト
が
だ
さ
れ
ず
、
裁
判
所
が
諸
要
素
を
勘
案
し
て
、
金
銭
の
支
払
い
を
命
じ
た
。

【
判
決
履
行
監
視
】

X
en

idas-A
restis

事
件
判
決
の
履
行
に
つ
い
て
は
、
申
立
人
に
対
す
る
個
別
的
救
済
措
置
（in

dividu
al m

easu
res

）
で
あ
る
賠
償
金
の
支
払
い
は
、
次
に
紹
介

す
るD

em
opou

los

事
件
の
受
理
可
能
性
審
査
の
結
果
が
出
さ
れ
た
時
点
（
二
〇
一
〇
年
三
月
）
に
お
い
て
も
未
履
行
で
あ
り
、
閣
僚
委
員
会
は
、
暫
定
決
議（

13
）を

採

択
す
る
に
と
ど
ま
り
、
履
行
監
視
を
継
続
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
一
方
、
一
般
的
救
済
措
置
（gen

eral m
easu

res

）
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
間
に
公
正
な
満
足
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に
つ
い
て
の
合
意
が
達
せ
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
救
済
の
実
効
性
に
つ
い
て
詳
細
に
検
討
す
る
権
限
が
人
権
裁
判
所
に
あ
る
と
の
見
解
を
示
し
た（

14
）。

結
果
と
し
て
、
次

のD
em

opou
los

事
件
の
受
理
可
能
性
審
査
に
お
い
て
、
人
権
裁
判
所
がX

en
idas-A

restis

事
件
判
決
後
に
Ｔ
Ｒ
Ｎ
Ｃ
が
制
定
し
た
私
有
財
産
の
回
復
に
関
す
る

二
〇
〇
五
年
第
六
七
号
法
お
よ
び
そ
の
下
で
個
人
へ
の
賠
償
を
決
定
す
る
委
員
会
（IP

C
: Im

m
ovable P

roperty C
om

m
ission

）
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
が
、
国
内
に

お
け
る
実
効
的
救
済
で
あ
り
、
当
該
措
置
を
も
っ
てX

en
idas-A

restis

事
件
判
決
に
対
す
る
一
般
的
救
済
措
置
が
と
ら
れ
た
と
の
評
価
が
な
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

（
2
）
デ
モ
プ
ロ
ス
他
（D

em
opou

los an
d O

th
ers

）
対
ト
ル
コ
事
件

D
em

opou
los an

d O
th

ers v. T
u

rkey

（adm
issibility

）, 1  M
arch

 2010

（G
C

 D
ecision （

15
））

【
手
続
】

申
立
は
、
一
九
九
九
年
一
月
二
六
日
、
二
〇
〇
二
年
一
月
十
七
日
、
二
〇
〇
二
年
三
月
八
日
、
二
〇
〇
三
年
四
月
十
一
日
、
二
〇
〇
四
年
三
月
五
日
、
二
〇
〇
四
年
三

月
十
一
日
、
二
〇
〇
四
年
三
月
三
一
日
、
二
〇
〇
四
年
二
月
二
七
日
に
人
権
裁
判
所
に
付
託
さ
れ
、
二
〇
〇
九
年
五
月
十
九
日
の
法
廷
第
四
セ
ク
シ
ョ
ン
の
決
定
に
よ
り
、

大
法
廷
に
回
付
さ
れ
た
。
二
〇
〇
九
年
十
一
月
十
八
日
に
口
頭
陳
述
が
開
か
れ
、
二
〇
一
〇
年
三
月
一
日
に
受
理
可
能
性
に
関
す
る
決
定
が
下
さ
れ
た
。

【
事
実
】

申
立
人
ら
全
員
ギ
リ
シ
ャ
系
キ
プ
ロ
ス
人
の
キ
プ
ロ
ス
国
民
で
あ
る
。

（
一
般
的
背
景
）

一
九
七
四
年
七
月
八
月
の
ト
ル
コ
軍
の
侵
攻
に
よ
り
、
キ
プ
ロ
ス
北
部
は
ト
ル
コ
の
支
配
下
に
置
か
れ
た
。
そ
の
時
の
様
子
は
、L

oizidou

事
件
判
決
（
一
九
九
六
年
）

に
も
述
べ
ら
れ
た
と
お
り
で
あ
り
、
今
回
問
題
のFam

agu
sta

地
区
に
は
、
一
四
五
〇
〇
人
の
ト
ル
コ
軍
部
隊
が
展
開
し
た
。

ト
ル
コ
系
住
民
当
局
が
、
一
九
八
三
年
に
北
キ
プ
ロ
ス
・
ト
ル
コ
共
和
国
（
Ｔ
Ｒ
Ｎ
Ｃ
）
の
樹
立
を
宣
言
し
た
が
、
安
保
理
は
決
議
五
四
一
に
よ
り
、
こ
の
宣
言
を
無

効
と
し
て
撤
回
を
求
め
、
す
べ
て
の
国
家
に
対
し
て
、
Ｔ
Ｒ
Ｎ
Ｃ
を
承
認
し
な
い
よ
う
要
請
し
た
。
欧
州
評
議
会
閣
僚
委
員
会
も
キ
プ
ロ
ス
共
和
国
が
唯
一
の
正
当
政
府
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で
あ
る
と
の
決
定
を
行
っ
た（

16
）。

国
連
は
事
態
の
収
拾
に
向
け
て
様
々
な
取
り
組
み
を
行
っ
た
が
、
も
っ
と
も
有
名
な
の
が
「
キ
プ
ロ
ス
問
題
に
関
す
る
包
括
的
合
意
案
」（
ア
ナ
ン
案
）
で
あ
り
、
ア
ナ

ン
案
は
、キ
プ
ロ
ス
に
、ト
ル
コ
系
キ
プ
ロ
ス
と
ギ
リ
シ
ャ
系
キ
プ
ロ
ス
か
ら
成
る
連
邦
制
を
取
り
入
れ
る
こ
と
を
提
言
し
、二
〇
〇
四
年
四
月
二
四
日
の
最
終
提
案
で
は
、

連
邦
樹
立
に
つ
い
て
、
ト
ル
コ
系
住
民
と
ギ
リ
シ
ャ
系
住
民
と
に
分
け
た
二
重
の
国
民
投
票
に
付
す
こ
と
を
提
言
し
た
。
し
か
し
、
財
産
や
移
動
の
自
由
に
関
す
る
問
題

に
つ
い
て
解
決
で
き
ず
、
ト
ル
コ
系
住
民
に
よ
る
投
票
は
可
決
さ
れ
た
が
、
ギ
リ
シ
ャ
系
住
民
の
七
六
％
が
反
対
し
た
こ
と
に
よ
り
、
後
者
の
投
票
で
は
否
決
さ
れ
た（

17
）。

ア
ナ
ン
案
は
、
ギ
リ
シ
ャ
系
キ
プ
ロ
ス
人
の
財
産
権
に
つ
い
て
、
Ｔ
Ｒ
Ｎ
Ｃ
内
に
現
に
居
住
し
て
い
る
人
々
（
ト
ル
コ
系
移
住
者
＋
ト
ル
コ
系
キ
プ
ロ
ス
難
民
）
と
の

調
整
に
よ
る
と
し
て
い
た
。
ア
ナ
ン
案
第
十
条
は
、
領
域
の
調
整
が
実
施
さ
れ
た
区
域
で
は
、
元
の
所
有
者
に
財
産
が
返
還
さ
れ
、
調
整
が
な
さ
れ
て
い
な
い
区
域
で
は
、

次
の
二
つ
の
選
択
肢
が
置
か
れ
た
。
ひ
と
つ
は
、
補
償
金
の
受
け
取
り
を
選
択
し
た
元
所
有
者
に
は
、
放
棄
し
た
際
の
財
産
価
値
と
、
相
対
的
な
場
所
に
よ
る
付
加
価
値

を
勘
案
し
た
金
額
が
支
払
わ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
財
産
価
値
と
当
該
財
産
の
三
分
の
一
が
所
有
者
に
返
還
（
復
権
）
さ
れ
、
残
り
の
三
分
の

二
に
つ
い
て
は
、
補
償
金
が
支
払
わ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
も
し
も
三
分
の
一
の
回
復
財
産
以
上
の
価
値
が
あ
る
住
居
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
一
年
以
上

居
住
し
て
い
た
場
合
に
は
、
そ
の
住
居
に
対
す
る
復
権
の
権
利
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
財
産
放
棄
者
は
、
代
替
と
し
て
他
の
場
所
に
同
等
の
財
産
を
得
る
こ
と
も
可
能

で
あ
る
し
、
そ
の
権
利
を
、
他
の
財
産
放
棄
者
に
売
却
す
る
こ
と
も
で
き
るる
と
さ
れ
た（

18
）。

（
関
連
国
内
法
お
よ
び
実
行
状
況
）

Ｔ
Ｒ
Ｎ
Ｃ
憲
法
第
一
五
九
条
（
1
）（
ｂ
）（
ｃ
）
は
次
の
と
お
り
規
定
す
る（

19
）。

「（
ｂ
）
キ
プ
ロ
ス
の
ト
ル
コ
連
邦
州
が
宣
言
さ
れ
た
一
九
七
五
年
二
月
十
三
日
に
お
い
て
放
棄
さ
れ
た
と
み
な
さ
れ
る
土
地
等
の
不
動
産
財
産
、
あ
る
い
は
右
期
日
よ

り
後
に
法
に
よ
っ
て
、
放
棄
さ
れ
た
あ
る
い
は
無
主
と
み
な
さ
れ
た
不
動
産
財
産
、
あ
る
い
は
所
有
権
が
確
定
し
て
い
な
く
と
も
公
的
当
局
の
所
有
あ
る
い
は
管
理
下
に

お
か
れ
た
と
み
な
さ
れ
る
不
動
産
財
産
は
、（
ｃ
）
登
記
簿
に
登
記
さ
れ
て
い
な
い
事
実
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
Ｔ
Ｒ
Ｎ
Ｃ
の
財
産
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
。」

ま
た
同
憲
法
第
一
五
九
条
（
4
）
は
、
第
一
五
九
条
（
1
）（
ｂ
）（
ｃ
）
に
該
当
す
る
不
動
産
に
対
す
る
自
ら
の
所
有
権
を
請
求
す
る
場
合
に
は
、
必
要
な
手
続
要
件

に
つ
い
て
は
、
法
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
も
の
と
す
る
（sh

all be regu
lated by law

）
と
規
定
し
て
い
る（

20
）。

こ
の
「
法
」
に
あ
た
る
二
〇
〇
五
年
第
六
七
号
法
で
は
、
す

べ
て
の
自
然
人
お
よ
び
法
人
に
、
不
動
産
お
よ
び
動
産
の
権
利
回
復
に
つ
い
て
Ｉ
Ｐ
Ｃ
に
対
し
、
二
〇
〇
九
年
十
二
月
二
一
日
ま
で
に
申
し
立
て
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
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お
り
、
後
に
申
し
立
て
の
期
限
は
二
〇
一
一
年
十
二
月
二
一
日
ま
で
に
延
長
さ
れ
た
。
申
立
の
対
象
と
な
る
財
産
は
、
一
九
七
五
年
二
月
十
三
日
よ
り
前
に
は
当
該
申
立

人
の
所
有
に
あ
り
、
そ
の
放
棄
が
自
ら
の
自
発
的
意
図
で
は
な
い
こ
と
、
他
の
人
物
が
同
一
の
財
産
に
対
し
て
申
立
を
し
て
い
な
い
こ
と
、
な
ど
が
条
件
と
な
っ
て
い
る（

21
）。

申
立
人
ら
は
、
Ｔ
Ｒ
Ｎ
Ｃ
憲
法
裁
判
所
に
、
二
〇
〇
五
年
第
六
七
号
法
は
憲
法
第
一
五
九
条
に
照
ら
し
て
違
憲
で
あ
り
、
無
効
と
す
べ
き
で
あ
る
と
訴
え
た
が
、
憲

法
裁
判
所
は
、
関
連
条
約
お
よ
びX

en
idas-A

restis

事
件
に
お
け
る
人
権
裁
判
所
の
受
理
可
能
性
決
定
に
照
ら
し
て
、
同
法
は
、
ギ
リ
シ
ャ
系
キ
プ
ロ
ス
人
の
財
産
所

有
者
へ
の
賠
償
の
対
象
と
な
る
財
産
の
回
復
に
関
す
る
憲
法
規
定
に
反
し
な
い
と
の
判
決
を
下
し
た（

22
）。

ま
た
Ｉ
Ｐ
Ｃ
に
お
け
る
手
続
は
、
二
〇
〇
九
年
十
一
月
ま
で
で

四
三
三
件
の
申
立
を
受
理
し
て
お
り
、
そ
の
う
ち
八
五
件
が
手
続
終
了
し
、
大
半
の
申
立
が
友
好
的
解
決
の
も
と
、
賠
償
金
の
支
払
い
な
ど
が
認
め
ら
れ
て
い
た（

23
）。

【
申
立
】

申
立
内
容
は
、
Ｔ
Ｒ
Ｎ
Ｃ
下
の
北
キ
プ
ロ
ス
に
所
在
す
る
住
居
へ
の
ア
ク
セ
ス
や
使
用
を
阻
害
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
、
条
約
第
八
条
お
よ
び
第
一
議
定
書
第
一
条
違
反

で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
ら
の
規
定
と
の
関
係
で
、
条
約
第
十
四
条
（
無
差
別
原
則
）、
第
十
三
条
（
効
果
的
な
国
内
救
済
付
与
）
違
反
を
主
張
す
る
申
立
も
な
さ
れ
て
い
る
。

【
法
】

第
一
議
定
書
第
一
条

ト
ル
コ
政
府
は
、
申
立
内
容
は
、
自
ら
の
時
間
的
管
轄
外
で
あ
り
、
Ｔ
Ｒ
Ｎ
Ｃ
内
で
発
生
し
た
行
為
に
対
す
る
責
任
は
な
い
と
主
張
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
場
所

的
管
轄
お
よ
び
時
間
的
管
轄
に
関
す
る
議
論
は
、
す
で
にL

oizidou
事
件
、C

ypru
s v. T

u
rkey

事
件
さ
ら
にX

en
idas-A

restis

事
件
に
お
い
て
退
け
ら
れ
て
お
り
、

今
回
の
大
法
廷
で
審
議
に
お
い
て
、
ト
ル
コ
政
府
は
そ
れ
を
超
え
る
意
見
を
提
出
し
て
い
な
い
の
で
、
国
内
的
救
済
に
関
す
る
抗
弁
の
み
裁
判
所
は
検
討
を
行
う（

24
）。

（
国
内
的
救
済
完
了
原
則
に
つ
い
て
）

条
約
に
よ
る
人
権
保
障
機
構
が
、
人
権
保
障
の
国
内
シ
ス
テ
ム
に
補
完
的
で
あ
る
こ
と
は
、
基
本
原
理
で
あ
る
。
従
っ
て
、
国
内
的
救
済
完
了
原
則
は
、
そ
う
し
た
保

障
シ
ス
テ
ム
を
機
能
さ
せ
る
に
不
可
欠
な
要
素
で
あ
る
。
人
権
裁
判
所
は
第
一
審
で
は
な
い
し
、
国
内
の
主
要
管
轄
事
項
で
あ
る
、
事
実
認
定
や
賠
償
額
の
計
算
な
ど
を

必
要
と
す
る
大
半
の
事
件
を
、
国
際
裁
判
所
の
機
能
と
し
て
審
査
・
決
定
す
る
こ
と
は
不
適
切
で
あ
る（

25
）。

か
つ
てA

kdivar v. T
u

rkey

事
件
に
お
い
て
人
権
裁
判
所
が
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述
べ
た
よ
う
に
、
締
約
国
の
法
制
度
に
お
い
て
、
形
式
的
な
救
済
が
存
在
し
、
か
つ
法
的
政
治
的
文
脈
に
お
い
て
、
そ
れ
が
当
該
申
立
人
ら
の
個
別
の
状
況
に
お
い
て
機

能
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

Ｔ
Ｒ
Ｎ
Ｃ
憲
法
一
五
九
条
は
、
申
立
人
ら
の
よ
う
な
状
況
に
あ
る
ギ
リ
シ
ャ
系
キ
プ
ロ
ス
住
民
の
財
産
権
を
承
認
し
て
お
ら
ず
、
Ｔ
Ｒ
Ｃ
Ｎ
の
裁
判
所
に
そ
う
し
た
侵

害
を
提
訴
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
国
内
的
救
済
を
完
了
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
要
件
は
不
問
と
な
る
。
ト
ル
コ
政
府
の
条
約
第
十
三
条
違
反
は
、
条
約
第
八

条
お
よ
び
第
一
議
定
書
第
一
条
違
反
と
も
な
る
。

X
en

ides-A
restis 

事
件
の
受
理
可
能
性
審
査
に
お
い
て
裁
判
所
は
、
ト
ル
コ
政
府
が
主
張
し
た
、
財
産
の
賠
償
に
関
す
る
二
〇
〇
三
年
第
四
九
号
法
は
、
非
金
銭
的
損

害
や
動
産
へ
の
賠
償
を
規
定
し
て
お
ら
ず
、
申
立
人
ら
が
主
張
す
る
条
約
第
八
条
や
第
十
四
条
の
射
程
に
対
応
し
て
い
な
い
の
で
、
条
約
第
三
五
条
一
項
の
要
件
を
満
た

し
な
い
と
指
摘
し
た
。
そ
し
て
同
事
件
の
本
案
判
決
で
は
、
よ
り
真
に
効
果
的
な
救
済
制
度
を
導
入
す
る
よ
う
要
請
し
て
い
る（

26
）。

こ
の
事
件
を
受
け
て
、
Ｔ
Ｒ
Ｎ
Ｃ
当
局
は
二
〇
〇
五
年
第
六
七
号
法
を
制
定
し
、
二
名
の
国
際
メ
ン
バ
ー
を
含
む
Ｉ
Ｐ
Ｃ
を
設
置
し
て
、
個
人
か
ら
の
財
産
回
復
の
請

求
を
審
査
し
、
財
産
返
還
や
交
換
、
賠
償
な
ど
を
決
定
す
る
制
度
を
設
置
し
た
。
Ｔ
Ｒ
Ｎ
Ｃ
高
等
行
政
裁
判
所
へ
の
訴
権
も
整
備
さ
れ
た
。X

en
ides-A

restis 

事
件
の
公

正
な
満
足
に
関
す
る
判
決
に
お
い
て
、
人
権
裁
判
所
は
、
当
該
第
六
七
号
法
を
、
受
理
可
能
性
審
査
に
お
け
る
裁
判
所
の
要
請
に
適
っ
た
も
の
で
あ
る
と
評
価
し
て
い
る

（
し
か
し
同
事
件
で
人
権
裁
判
所
は
、Xen

ides-A
restis （

申
立
人
）
は
、Ｉ
Ｐ
Ｃ
の
手
続
を
新
た
に
踏
ま
ね
ば
賠
償
を
得
ら
れ
な
い
と
い
う
ト
ル
コ
政
府
の
主
張
を
退
け
、

人
権
裁
判
所
自
身
が
、
賠
償
金
額
を
算
定
し
て
い
る
。
当
事
者
双
方
は
大
法
廷
へ
の
付
託
を
要
請
し
た
が
、
大
法
廷
の
パ
ネ
ル
は
こ
れ
を
却
下
し
た
。）

ま
た
北
キ
プ
ロ
ス
・
ト
ル
コ
共
和
国
に
関
連
す
る
財
産
事
件
を
、
パ
イ
ロ
ッ
ト
手
続
に
付
す
こ
と
自
体
、
申
立
人
や
関
係
国
で
あ
る
キ
プ
ロ
ス
政
府
か
ら
、
ト
ル
コ
の

対
応
遅
延
を
容
認
す
る
こ
と
に
な
る
と
の
批
判
が
あ
が
っ
た
が
、
人
権
裁
判
所
は
、
条
約
締
約
国
に
は
人
権
裁
判
所
判
決
を
実
施
す
る
義
務
が
あ
り
、
人
権
裁
判
所
が
パ

イ
ロ
ッ
ト
手
続
を
と
る
こ
と
が
、
締
約
国
政
府
の
行
動
の
条
件
付
け
と
は
な
ら
な
い
と
し
た
。
さ
ら
に
、
事
件
の
事
実
関
係
、
背
景
は
、
一
九
七
四
年
以
来
三
五
年
に
わ

た
る
時
間
の
経
過
が
あ
り
、
人
の
流
れ
や
所
有
者
の
変
化
も
一
度
な
ら
ず
、
事
態
は
複
雑
化
し
て
お
り
、
問
題
の
根
本
的
快
活
は
、
す
べ
て
の
関
係
者
が
政
治
的
レ
ベ
ル

で
解
決
す
る
こ
と
を
継
続
し
て
努
力
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
意
見
を
示
し
た
。
そ
の
う
え
で
、
人
権
裁
判
所
は
、
本
件D

em
opou

los

事
件
で
裁
判
所
が
で

き
る
こ
と
は
、
①
本
件
に
国
内
救
済
完
了
原
則
の
要
件
を
課
す
こ
と
が
で
き
る
か
、
②
ト
ル
コ
政
府
が
本
件
に
つ
い
て
、
Ｉ
Ｐ
Ｃ
に
お
い
て
提
供
す
る
救
済
は
効
果
的
救

済
と
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
、
の
二
点
を
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
と
し
た（

27
）。

①
に
つ
い
て
は
、
人
権
裁
判
所
は
結
論
と
し
て
、
Ｔ
Ｒ
Ｎ
Ｃ
内
の
手
続
は
ト
ル
コ
政
府
の
国
内
的
救
済
で
あ
る
と
の
見
解
を
示
し
た（

28
）。

そ
の
結
論
を
導
く
う
え
で
裁
判
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所
は
、（
ⅰ
）
時
間
的
経
緯
の
問
題
、（
ⅱ
）
Ｔ
Ｒ
Ｎ
Ｃ
賠
償
法
が
ト
ル
コ
法
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
、（
ⅲ
）
行
政
的
慣
行
が
権
利
侵
害
の
起
因
要
素
の
場
合
、
国
内
的
救

済
完
了
は
要
求
さ
れ
な
い
か
、（
ⅳ
）
国
内
的
救
済
の
要
請
は
、
違
法
な
占
領
を
治
癒
す
る
か
、
の
諸
要
素
を
検
討
し
た
。

救
済
手
続
の
実
効
性
と
そ
の
制
度
、
あ
る
い
は
そ
の
制
度
を
提
供
し
て
い
る
当
局
の
合
法
性
と
の
関
係
に
関
す
る
議
論
は
、
す
で
に
キ
プ
ロ
ス
対
ト
ル
コ
事
件
で
人
権

裁
判
所
が
示
し
た
見
解
を
基
本
的
に
踏
襲
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ト
ル
コ
軍
に
よ
る
北
キ
プ
ロ
ス
地
域
へ
の
軍
事
的
介
入
が
武
力
行
使
禁
止
に
抵
触
す
る
違
法
な
も
の

で
あ
り
、
国
際
社
会
か
ら
の
非
難
を
受
け
た
行
為
で
あ
っ
て
も
、
国
際
司
法
裁
判
所
が
ナ
ミ
ビ
ア
事
件
に
つ
い
て
の
勧
告
的
意
見
を
援
用
し
つ
つ
、
人
権
裁
判
所
は
、
北

キ
プ
ロ
ス
地
域
に
法
的
欠
缺
の
状
況
が
つ
く
ら
れ
る
こ
と
を
憂
慮
し
て
お
り
、
違
法
な
占
領
が
か
な
ら
ず
し
も
条
約
上
関
連
す
る
行
政
的
、
法
的
あ
る
い
は
司
法
的
行
為

の
効
果
を
阻
害
す
る
も
の
で
は
な
い
と
の
見
解
を
示
し
た（

29
）。

②
に
つ
い
て
は
、（
ⅰ
）
充
分
な
救
済
で
あ
る
か
、（
ⅱ
）
Ｉ
Ｐ
Ｃ
の
独
立
性
・
公
平
性
、（
ⅲ
）
充
分
な
賠
償
が
な
さ
れ
て
い
る
か
、（
ⅳ
）
救
済
措
置
へ
の
ア
ク
セ
ス

と
実
効
性
、
に
つ
い
て
検
討
し
、
二
〇
〇
五
年
第
六
七
号
法
で
設
置
さ
れ
た
救
済
制
度
は
、
ギ
リ
シ
ャ
系
キ
プ
ロ
ス
住
民
が
所
有
し
て
い
た
財
産
へ
の
侵
害
事
案
に
対
す

る
不
服
申
立
と
い
う
観
点
で
は
、
ア
ク
セ
ス
可
能
で
実
効
的
な
枠
組
み
で
あ
る
、
し
た
う
え
で
、
本
事
件
の
申
立
人
ら
は
当
該
制
度
を
利
用
し
て
い
な
い
の
で
、
第
一
議

定
書
第
一
条
に
関
す
る
訴
え
は
受
理
不
能
と
の
結
論
を
示
し
た
。
最
後
に
裁
判
所
は
、こ
の
不
受
理
の
決
定
は
、申
立
人
ら
に
Ｉ
Ｐ
Ｃ
の
利
用
を
要
請
す
る
も
の
で
は
な
く
、

本
人
ら
が
政
治
的
解
決
を
待
つ
と
い
う
選
択
肢
も
あ
り
、
た
だ
、
現
時
点
で
、
条
約
に
基
づ
く
権
利
の
主
張
を
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
こ
に
示
し
た
ア
プ
ロ
ー

チ
で
受
理
可
能
性
が
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
述
べ
た
。
さ
ら
に
、
人
権
裁
判
所
の
究
極
の
監
督
的
な
管
轄
は
、
補
完
性
原
則
に
照
ら
し
て
、
国
内
で
利
用
可
能
な
救

済
を
完
了
し
た
申
立
人
に
よ
る
訴
え
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
確
認
を
示
し
た（

30
）。

条
約
第
八
条

自
ら
が
所
有
し
て
い
た
住
居
で
の
家
庭
生
活
を
享
受
で
き
な
か
っ
た
と
す
る
条
約
第
八
条
に
か
か
る
申
立
に
つ
い
て
、
人
権
裁
判
所
は
、
一
例
を
の
ぞ
い
て
、

二
〇
〇
五
年
第
六
七
号
法
が
非
金
銭
的
損
害
に
対
す
る
ク
レ
ー
ム
も
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
、
国
内
的
救
済
未
完
了
と
し
た
。
残
る
一
例
（13751/02

）
に
つ

い
て
は
、
申
立
人
は
幼
少
期
に
北
キ
プ
ロ
ス
域
内
の
住
居
か
ら
家
族
と
と
も
に
離
れ
て
お
り
、
年
齢
的
に
当
該
住
居
の
所
有
者
と
主
張
す
る
に
は
無
理
が
あ
る
こ
と
、
ま

た
申
立
時
の
年
齢
に
照
ら
し
て
、
別
の
場
所
で
の
家
族
と
の
生
活
期
間
の
ほ
う
が
長
く
な
っ
て
い
る
こ
と
、
な
ど
に
鑑
み
、
明
白
に
根
拠
不
十
分
と
し
た（

31
）。
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条
約
第
十
三
、十
四
、十
八
条

申
立
人
お
よ
び
関
係
国
で
あ
る
キ
プ
ロ
ス
政
府
は
、
ト
ル
コ
に
よ
る
ギ
リ
シ
ャ
系
キ
プ
ロ
ス
住
民
の
財
産
権
侵
害
は
、
差
別
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
し
て
条
約
第

十
四
条
（
差
別
禁
止
）
違
反
、
Ｉ
Ｐ
Ｃ
手
続
の
非
実
効
性
に
つ
い
て
第
十
三
条
（
実
効
的
救
済
に
対
す
る
権
利
）
違
反
な
ど
を
別
個
に
訴
え
た
が
、
人
権
裁
判
所
は
、

C
ypru

s v. T
u

rkey

事
件
、X

en
idas-A

restis

事
件
に
触
れ
、
別
個
の
検
討
は
必
要
な
い
と
し
た
。

【
決
定
】

大
法
廷
は
、
申
立
人
が
提
起
し
た
条
約
違
反
の
主
張
す
べ
て
に
つ
い
て
、
受
理
不
能
と
の
結
論
を
下
し
た
。

（
3
）
国
内
的
救
済
完
了
原
則
の
適
用
解
釈
と
補
完
性
原
則

人
権
裁
判
所
は
、D

em
opou

los

事
件
に
つ
い
て
、
国
内
的
救
済
の
未
完
了
を
理
由
と
し
て
、
結
局
は
す
べ
て
の
申
立
事
項
に
対
し
て
不
受
理
と
の
判
断
を
示
し
た
。

人
権
条
約
に
お
け
る
国
内
的
救
済
完
了
原
則
は
、
人
権
条
約
上
の
権
利
の
保
障
に
か
か
る
一
義
的
責
任
は
各
締
約
国
が
負
う
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
を
基
盤
と
し
て
お

り
、
人
権
の
国
際
的
あ
る
い
は
地
域
的
保
障
制
度
を
め
ぐ
る
国
家
主
権
の
尊
重
と
国
際
的
監
視
の
と
の
調
整
の
結
果
で
も
あ
る
。

国
内
的
救
済
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
、
二
〇
一
〇
年
二
月
に
開
催
さ
れ
た
イ
ン
タ
ー
ラ
ー
ケ
ン
会
議
で
も
議
論
さ
れ
た
。
複
雑
な
事
実
認
定
や
、
賠
償
金
額
の
算
定
に

必
要
な
個
別
の
事
情
を
勘
案
す
る
に
は
、
各
国
に
お
け
る
救
済
制
度
が
、
条
約
下
の
そ
れ
よ
り
も
適
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
国
内
的
救
済
を
尽

く
す
こ
と
が
実
質
的
な
意
味
を
有
す
る
の
は
、
当
該
救
済
が
利
用
可
能
で
効
果
的
な
場
合
に
限
ら
れ
る
。
こ
れ
ま
で
人
権
裁
判
所
は
、
国
内
的
救
済
が
そ
の
よ
う
な
利
用

可
能
性
や
実
効
性
を
備
え
て
い
な
い
と
き
に
は
、
救
済
完
了
原
則
は
必
ず
し
も
絶
対
的
に
要
求
さ
れ
る
わ
け
で
な
い
と
し
て
き
た
。

し
か
しD

em
opu

los

事
件
で
、
人
権
裁
判
所
は
そ
れ
ま
で
の
国
内
的
救
済
完
了
原
則
に
関
す
る
要
件
を
、
微
妙
に
変
化
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
と
り
わ

け
国
内
的
救
済
の
利
用
可
能
性
に
関
す
る
、
時
間
的
問
題
に
つ
い
て
は
顕
著
で
あ
る
。
従
前
で
は
、
申
立
人
が
人
権
裁
判
所
に
申
立
を
提
出
す
る
前
の
時
点
で
の
利
用
可

能
性
が
検
討
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
今
回
の
事
件
で
は
、
申
立
人
ら
が
事
件
を
人
権
裁
判
所
に
付
託
し
た
の
は
、
一
九
九
九
か
ら
二
〇
〇
四
年
で
あ
り
、X

en
idas-

A
restis

事
件
判
決
の
結
果
、
Ｔ
Ｒ
Ｎ
Ｃ
に
お
い
て
二
〇
〇
五
年
第
六
七
号
法
が
制
定
さ
れ
た
時
期
よ
り
も
前
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
厳
密
に
い
え
ば
、
人
権
裁
判
所
へ
の

当
該
申
立
付
託
時
に
は
実
効
的
で
利
用
可
能
な
国
内
的
救
済
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
人
権
裁
判
所
は
、
二
〇
〇
五
年
第
六
七
号
法
に
基
づ
く
Ｉ
Ｐ

（
32
）

（
33
）
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Ｃ
へ
の
申
立
の
機
会
や
Ｔ
Ｒ
Ｎ
Ｃ
裁
判
所
へ
の
提
訴
の
権
利
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、
利
用
可
能
で
実
効
的
な
「
国
内
的
救
済
」
に
あ
た
る
と
し
た
う
え
で
、
申
立

人
ら
は
そ
れ
ら
を
ま
ず
尽
く
す
べ
き
だ
と
の
結
論
を
出
し
た
。
こ
れ
は
、
事
件
申
立
の
時
点
で
存
在
し
て
い
た
救
済
措
置
の
み
が
、
完
了
原
則
の
検
討
対
象
で
あ
る
と
い

う
厳
格
な
ル
ー
ル
を
排
除
す
る
場
合
も
あ
る
こ
と
を
明
確
に
示
し
た
。

一
方
で
人
権
裁
判
所
は
、
自
ら
の
立
場
が
補
完
性
原
則
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
繰
り
返
し
強
調
し
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
に
お
い
て
補
完
性

原
則
を
定
め
る
明
文
規
定
は
な
い
が
、
条
約
第
三
五
条
（
国
内
的
救
済
完
了
原
則
）
お
よ
び
第
十
三
条
（
実
効
的
救
済
義
務
）
か
ら
導
か
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま

た
同
時
にD

em
opou

los
事
件
で
は
、
条
約
実
施
機
関
に
は
監
督
的
管
轄
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
そ
の
条
約
実
施
状
況
を
モ
ニ
タ
ー
す
る
こ
と
で
、「
機
構
と
し
て
の
」

補
完
的
立
場
を
確
認
す
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

D
em

opou
los

事
件
で
裁
判
所
は
、
別
個
の
検
討
要
素
は
な
い
と
し
て
、
条
約
第
十
三
条
に
関
す
る
審
査
を
回
避
し
た
が
、
条
約
第
三
五
条
の
国
内
的
救
済
完
了
原
則

の
判
断
に
お
い
て
、
実
効
性
や
利
用
可
能
性
が
軸
と
な
っ
て
お
り
、
条
約
に
照
ら
し
て
ど
ん
な
手
続
が
そ
う
で
あ
る
か
と
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
自
律
的
権
利
性
を
獲

得
し
た
第
十
三
条
（
実
効
的
な
国
内
的
救
済
の
権
利
）
と
完
全
に
切
り
離
せ
る
も
の
で
も
な
い
。
先
のX

en
idas-A

restis

事
件
で
、国
内
に
お
け
る
救
済
手
続
の
完
備
を

強
く
ト
ル
コ
政
府
に
要
請
し
、
手
続
に
必
要
な
要
素
（
非
金
銭
的
損
害
へ
の
賠
償
請
求
も
対
象
に
含
め
る
こ
と
、
等
）
や
具
体
的
な
整
備
の
期
限
を
明
示
す
る
と
い
う
、

非
常
に
具
体
的
な
指
示
を
判
決
に
含
め
て
い
る
こ
と
な
ど
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
人
権
裁
判
所
が
用
い
て
い
る
「
補
完
性
」
の
意
味
は
、
国
内
機
関
と
条
約
機
関
の
機
構

上
の
（in

stitu
tion

al

）
関
係
を
強
調
し
て
お
り
、
国
内
的
実
施
が
国
際
的
実
施
に
優
位
す
る
と
か
、
条
約
の
解
釈
適
用
に
お
い
て
締
約
国
の
裁
量
が
優
先
す
る
と
か
い

う
こ
と
を
、
必
ず
し
も
意
味
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

3　

憲
法
裁
判
所
と
し
て
の
人
権
裁
判
所
の
機
能
と
補
完
性
原
則

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
に
お
け
る
補
完
性
原
則
に
つ
い
て
は
、「
評
価
の
余
地
（m

argin
 of appreciation

）」、「
比
例
性
原
則
（proportion

ality

）」
と
の
関
連
で

論
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
ら
の
関
係
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
例
え
ば
、C

arter
は
補
完
性
に
は
、
①H

u
m

an
 righ

ts adju
dication

（
国
際
的
救
済
）、
②

C
on

ten
ts of H

u
m

an
 righ

ts

（
権
利
カ
タ
ロ
グ
）、
③C

h
oice of R

em
edial m

easu
res

（
救
済
措
置
の
選
択
：
国
際
的
判
決
の
国
内
履
行
の
方
法
）、
の
三
つ
の
次

元
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
ま
たL

etsas

は
、
評
価
の
余
地
に
は
実
質
的
な
概
念
と
構
造
的
な
概
念 
が
あ
る
と
し
、
前
者
は
個
人
の
自
由
（in

dividu
al freedom

）
と

（
34
）

（
35
）

（
37
）
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集
団
的
目
標
（collective goals

）
の
調
整
を
意
味
し
、
後
者
は
、
締
約
国
間
に
公
的
道
徳
に
つ
い
て
共
通
の
基
準
が
な
い
場
合
に
、
人
権
裁
判
所
よ
り
も
各
国
裁
判
所

の
ほ
う
が
、
個
別
の
人
権
侵
害
事
件
に
つ
い
て
審
査
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
と
し
て
い
る
。
も
し
こ
のL

etsas

考
え
方
をC

arter

の
議
論
枠
組

み
に
は
め
こ
む
と
す
れ
ば
、
③
の
問
題
が
残
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。C

h
ristoffersen

は
、
裁
判
所
に
よ
る
審
査
（review

）
が
補
完
的
（su

bsidiary

）
だ
と
言
う
時
、

本
当
は
何
を
意
味
す
る
の
か
と
い
う
問
題
に
関
し
、
こ
れ
ま
で
補
完
性
の
議
論
が
、
主
と
し
て
評
価
の
余
地
の
観
点
か
ら
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
に
着
目
し
、
評
価
の
余
地

に
は
、
国
家
裁
量
と
補
完
性
原
則
と
い
う
二
つ
の
意
味
が
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
混
同
が
、
概
念
的
な
混
乱
を
招
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
提
起
し
て
い
る
。

条
約
の
国
内
的
実
施
に
際
し
て
、
締
約
国
が
裁
量
を
有
す
る
の
は
、
国
際
法
の
性
質
お
よ
び
構
造
上
当
然
の
こ
と
と
理
解
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
人
権
裁
判
所
の
審
査
が

控
え
て
い
る
か
ら
、
国
家
裁
量
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
条
約
規
範
に
由
来
す
る
裁
量
的
措
置
を
国
家
は
当
然
に
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
条
約
実
施
機
関

に
よ
る
「
補
完
的
な
審
査
」
と
は
切
り
離
し
て
、
裁
量
は
成
り
立
ち
う
る
）
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
逆
に
、
条
約
実
施
機
関
（
人
権
裁
判
所
）
の
補
完

的
性
格
も
、
決
し
て
、
国
家
裁
量
に
劣
位
す
る
も
の
と
位
置
付
け
る
必
要
が
な
い
こ
と
を
意
味
し
、「
補
完
性
」
の
名
の
も
と
、
人
権
裁
判
所
が
よ
り
自
由
に
積
極
的
に
、

締
約
国
が
受
け
入
れ
よ
う
と
受
け
入
れ
ま
い
と
、条
約
上
の
義
務
の
観
点
か
ら
具
体
的
な
判
断
を
示
す
可
能
性
も
生
じ
る
で
あ
ろ
う
。人
権
裁
判
所
判
決
の
法
的
拘
束
力
は
、

国
内
的
執
行
力
を
自
動
的
に
約
束
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
評
価
の
余
地
や
補
完
性
を
、
あ
く
ま
で
概
念
的
理
論
的
な
も
の
と
し
て
お
く
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
と
言

え
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
第
十
四
議
定
書
後
の
人
権
裁
判
所
判
決
の
履
行
監
視
の
強
化
は
、
そ
う
し
た
前
提
を
成
り
立
た
せ
な
く
し
始
め
て
い
る
。X

en
idas-A

restis

事
件
判
決
に
み
ら

れ
た
、
具
体
的
な
内
容
を
指
定
し
た
一
般
的
措
置
の
指
示
、
そ
し
て
そ
の
履
行
の
強
制
措
置
の
導
入
は
、
特
に
手
段
選
択
に
関
す
る
国
家
裁
量
を
著
し
く
狭
め
、
条
約
機

関
と
国
内
機
関
と
の
権
限
分
担
と
し
て
補
完
性
原
則
を
捉
え
る
こ
と
の
難
し
さ
を
提
起
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

4　

む
す
び
に
か
え
て

本
稿
で
と
り
あ
げ
た
二
つ
の
申
立
事
件
に
対
す
る
判
断
か
ら
考
察
す
る
と
、
人
権
裁
判
所
は
、
反
復
的
事
件
の
効
果
的
な
処
理
を
念
頭
に
、
従
来
の
国
内
的
救
済
完
了

原
則
の
適
用
解
釈
を
拡
大
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
の
他
に
、
個
人
申
立
の
審
査
に
関
す
る
ひ
と
つ
の
新
し
い
処
理
方
法
を
定
式
化
さ
せ
た
と
い
う
点
が
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ

う
。
自
ら
の
機
構
的
補
完
性
（In

stitu
tion

al su
bsidiarity

）
を
前
面
に
打
ち
出
す
一
方
で
、
パ
イ
ロ
ッ
ト
・
ケ
ー
ス
と
し
て
位
置
づ
け
たX

en
idas-A

restis

事
件
判

（
38
）

（
39
）

（
40
）（

41
）
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決
で
、
将
来
的
な
予
防
効
果
も
念
頭
に
置
い
て
、
実
効
的
な
国
内
的
救
済
制
度
の
設
置
を
一
般
的
措
置
と
し
て
締
約
国
に
要
請
し
、
そ
の
後
は
、
当
該
要
請
に
従
っ
て
構

築
さ
れ
た
国
内
的
救
済
制
度
の
利
用
を
反
復
的
事
件
の
申
立
人
に
求
め
る
こ
と
で
、
人
権
裁
判
所
と
し
て
は
、
受
理
可
能
性
審
査
段
階
で
不
受
理
と
し
て
国
内
手
続
に
差

し
戻
す
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
国
内
的
救
済
を
ク
リ
ア
す
る
た
め
の
ハ
ー
ド
ル
を
あ
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
数
多
く
の
反
復
的
事
件
を
不
受
理
に
す
る
こ
と
は
、
適
否
は
ど

う
で
あ
れ
、
客
観
的
に
み
て
人
権
裁
判
所
に
お
け
る
作
業
の
軽
減
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。

第
十
四
議
定
書
の
発
効
を
も
っ
て
、
裁
判
所
は
、
個
別
の
正
義
（in

dividu
al ju

stice

）
か
、
憲
法
的
正
義
か
（con

stitu
tion

al ju
stice

）
か
、
と
い
う
現
実
の
議

論
に
直
面
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、D

em
opou

los

事
件
で
示
さ
れ
た
「
親
補
完
性
ア
プ
ロ
ー
チ
」（pro-su

bsidiarity approach

）
は
、
実
質
的
に
は
、
国
内
的
実

施
を
国
際
的
実
施
に
よ
っ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
に
よ
り
、
欧
州
地
域
に
お
け
る
憲
法
的
正
義
を
推
進
す
る
と
い
う
、
裁
判
所
自
身
の
自
己
認
識
を
明
ら
か
に
し
た

と
も
言
え
よ
う
。
ま
た
、
人
権
裁
判
所
の
判
決
・
決
定
は
法
的
拘
束
力
を
有
す
る
が
、
そ
れ
ら
の
国
内
に
お
け
る
履
行
は
必
ず
し
も
自
動
的
で
は
な
い
。
欧
州
評
議
会
は
人

権
裁
判
所
を
中
心
と
す
る
判
決
履
行
監
視
の
強
化
を
は
か
っ
て
お
り
、
本
稿
の
二
つ
の
事
例
は
そ
の
強
化
策
が
「
成
功
」
し
た
例
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
し
か
し
他
方
で
、

条
約
実
施
機
関
に
お
け
る
今
日
の
新
た
な
展
開
は
、
国
家
が
果
た
す
人
権
保
障
の
「
一
義
的
責
任
」
は
、
条
約
実
施
機
関
に
よ
り
敷
か
れ
た
レ
ー
ル
の
上
に
あ
る
と
い
う

状
況
を
詳
ら
か
に
し
て
い
る
。
も
し
そ
れ
が
、条
約
実
施
機
関
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
い
う
意
味
で
の
、す
で
に
条
約
実
施
の
制
度
に
組
み
込
ま
れ
た
「
補
完
性
」
で
あ
っ

た
と
す
れ
ば
、
今
の
状
況
は
当
然
の
帰
結
で
あ
ろ
う
。
他
方
、
条
約
実
施
機
関
を
人
権
保
障
の
二
次
的
な
責
任
主
体
と
し
て
捉
え
る
と
す
れ
ば
、
補
完
性
原
則
の
意
味
は

変
容
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
可
能
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
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ｓ
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